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〔キーワード〕　商標の類否（ｍｏｔｏ対モトローラ）、

指定商品（腕時計）と被告商品（情報処理用機械器

具）との類否、モトローラ商標使用の抗弁、権利の

濫用の抗弁

〔原判決・東京地裁平成29年（ワ）15776．平成31

年２月22日（民40部）判決〕

【地裁の主文】
１　被告は、原告に対し、３万1743円及びこれに対

する平成29年３月１日から支払済みまで年５分の
割合による金員を支払え。

２　原告のその余の請求をいずれも棄却する。
３　訴訟費用は、これを20分し、その19を原告の負
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